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小野寺家臣から佐竹家臣へ

－ 黒 沢 家 の場合一

半田和彦

I問題の設定

当館第二展示室、歴史部nにおいて企Illliした‘武I:

の生括用具”展（昭和55年6)114日～57年5)120H）

のため県内各地で関係資料を閥代するなかで、蝋沢信

夫氏（秋田市中通三丁目）宅に多数のu覗な資料があ

ることを知り、借用することができた。これらの登料

の4"で私は黙沢氏所用の具足にリ|きつけられた。

すなわち、胴部分の朱書である（写真1)。

「慶長十ﾉL年○之冬摂州大坂御合戦時

黙沢甚兵衛尉道家着此具足於戦場合

鎚遂高名

征混大将1i：秀忠公御感状a蚊之

干時延宝三乙卯暦

従道家I川代道朗」

当初は、この朱書について半佑半疑であったが、『

徳}||実紀』寛永-|一年二月廿六日の条の、佐竹義隆襲父、

義宣遺領の記‘猟に次のようにあることにより、朱書の

写真1．ﾘ､L沢氏興足

信懸'性が証明された。『徳川実紀』の記事は次のとお

'）である。

「(liljwft)義向大坂m後の戦には台徳院殿の御供

し。今隔堤にて戦功少からず。梅津。大塚。黒沢など
●●

いふ家子までも。御感状井に褒賜をかうぶ')ける。（

以下liI各）」Hfe*傍加Jl用者）

その後、同家の「‘1．崎I<氏家伝」によ')黒沢氏は戦岡

期出;〃1国仙北J:浦郡の支配者であった'1､野寺家の亜臣

で、主家改易後一時浪人したのち新領主佐竹家に採川

された武'二で､あることを知った。

これらの粥から私迷I!､','物館活動に従事するものは峻

示のためテーマにふさわしい諸実黄料を求めて洲介を

行ない、そして'冊:川交渉を進め出陳するという手順を

踏むのであるが、これらの1渚資料を残している家それ

I1l体を正確に分析した_|鷺でこそ、それぞれの家に残る

資料が'L々としてくるのではないかと考えた。

また、黒沢家の個別研究はこれまでの秋佃藩武|ご研

究に断たな評Mlを与えることができると考えた。

すなわち、これまでの研究は横手給人吉沢氏1)を、

点としてその他/9館給人並沼氏2)、益子氏3)などであ

あったが本滞の500イ1級の家臣の分析例はなかったか

らである。以I:の剛Illから、黒沢信夫家の開ttともい

くき,'I'沢,眺兵術肘遊'家を'I'心テーマとし、｜司家を辿求

できる|股')総合的に洲代することとした。その結果、

熟沢氏は戦国期以来の杖Ill武tであって、′1,野､ﾔ:、佐

竹[lllj家の家臣として活蹄した家であることがわかった。

また、戦国末1りlから近1Ⅱ初期の激動の時代を唯きた

ひとI)のｲl能な武将>-!:兵術道家を通して変動1りlを'|毒

た秋lllil-tI寺の姿をとらえることもできた。さらに家雌

と犀蝋lﾉ1の調侮から、｜を級武士の日常'k活が我々の丁

想よ')はるかに『'【紫であることもわかった。
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I I小野寺家臣期の黒沢氏の活動

戦国期の小野寺を知る上で最も利用される資料は『

奥羽永慶軍記』（以後『軍記』と略す）である。

しかし、記戦された内容や年代に誤ま')のある部分

もあ')細心の注意を払って利用する必要があるとされ

ている。本稿では、その点に配慮しながら黒沢信夫家

にある「黒沢氏家伝」（以後「家伝」と略す）と比'K

検討しつつ、小野寺家臣時代の黒沢氏の動きを分析し

てみることとする。

「家伝」による黒沢氏の動きは次のようである。

一、黒沢長門守奥州和賀郡之押トシテ横手之東山内居

住黒沢城其比山北之大将ハノl､野寺遠江守景道卜号ス

湯沢二居住

一、天文二十一年六月横手佐渡守1乃勧金沢之役氏金采

坊企逆心由令露顕小野寺殿催大勢攻横手黒沢長門守

モー門郎党率シ小野寺殿ノ勢二馳加リ励忠戦･･…･…

一、同二十三年景道大軍ヲ起シ横手佐渡守役氏金乗坊

ヲ討黒沢一ノ門蓋軍功

一、永禄ノ始奥州和賀之領主多田薩摩守源ノ義忠大勢

ヲ帥テ山北ノ境ヲ攻破ラント黒沢二近陣ス其比大将

小野寺景道ハ横手二居住也長1"!守此栗以飛脚ヲ注進

一、天正十年小野寺孫十郎義道由利ノ十二党卜於大沢

合戦有之長門守モ出陣壷軍功

一、小野寺殿御内八柏大和守道為トテを功ノ武-|ご有之

二付最上ヨリ度々錐攻山北不得最上勝利…………'1，

野寺遠江守義道孫ﾅ豊殿乗此諜討八柏ｦ討ｾ給ﾌ桃
討手樫内淡路黒沢甚兵衛両人ニテ横手ヨリ………於

大手口淡路甚兵衛両人ニテ討之･…･…・

一、楯岡豊前守力郎等原田大11普卜云者岩崎ノ館ヲ采取

篭城ス小野寺殿岩崎ヲ返り攻ニセラル時黒沢f|]泉同

甚兵衛同藤吉同嶋出陣ス･……・・4）

一、文禄五年三月山北ノ大将義道所々ノ人数ヲ雌シ湯

沢ノ城ヲ攻ル同時二岩Ill奇ノ城ヲモ攻ル其大将賜倉能

登守同右兵衛尉黒沢甚兵衛尉岩崎ノ城へ打向う岩崎

勢柵ノ外二三百人程出テ始鉄砲車後手詰ノ戦上成テ

黒沢甚兵衛先ヲ争上岩l崎ノ大将大膳二合鑓古内太左

衛門二手ヲ負セ田中三五郎ヲ雛下二討取之.．…･…5）

以上のことから、黒沢信夫家の先iIIは横手山|ﾉ1黒沢

城を守る黒沢長門守となる。そしてこの「家伝」によ

ると、黒沢長I"l守が登場するのは天正1(1年の大沢合i戒

までで、その後は甚兵衛（肘）となる。この二人の関

係は「家伝」では不明であるが、同家に残る「黒沢氏

世系家譜」（以後「家譜」と略す）によって、黒沢長

門守のI'H了･が甚兵衛（肘）であることがわかる。

すなわち、「家譜」に次のようにある。
４
０
Ｊ

目
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兵
門

俳
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曽
今
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１
向
摩
ｂ
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よ
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羽州仙北之領主小M1寺遠江守義道

長臣也事跡未詳

,笹兵衛尉
0

．｡ 一道家

遠州二奉仕セシム（以下略）

初代の長''1守も当初甚兵衛尉と称していたようであ

るが「家伝」によると、天正10年までの間は黒沢長門

守、以後を,雌兵術（肘）としていることから八拍大和

暗殺以降は'iii=!子である甚兵衛道家の事蹟と考えて良い

と,思われる。

次に『1i記』'I-に見られる黒沢姓をぬき出してみる

と次のようになる。

黒沢長|洲1守(巻三、和uの多Ill義忠、藤倉城を攻む）

黒沢（巻三、大沢山合戦）

黒沢fl1泉守（巻十、有屋峠合戦）

黒沢If後（巻十、有屋|峠合戦）

黒沢志摩（巻二-'一･七、岩崎返攻）

黒沢払兵衛尉家光（同上）

黒沢端部之助（巻二十七、西馬音内人質を奪はん

とす）

単に無沢と記されているものもあるが、人名として

は、黒沢長門守、黒沢和泉守、黒沢肥後、黒沢志摩、

黒沢甚兵術尉家光（十八、九歳）、黒沢端部之助など

が存在する。これらの黒沢姓の中から長|洲l守とその嗣

子甚兵術刷の一族と思われるのが黒沢和泉守である。

すなわち『軍記」（巻二十七、岩崎返攻）！|]に次の

ようにある。

「･…･･寄手には、黒沢,階兵術尉家光十八、九歳の若

者な0しが、先陣に乗出し、今日を限')と馳廻る。其

勢ひ請人目を鑑かしぬ。城の大将大膳にも雛を合せ、

古内太郎左術門にも手を負せた')。去年+aの合戦に

岩崎大膳が女房に叔父fII泉を討せて諺憤今に散せず、
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小ﾘi寺家臣から佐竹家臣へ－黒沢家の場合一

Jl-'liひ軍にと思えば……」（文中傍点雅者）

甚兵衛尉の叔父が黒沢和泉守であることがこれでわ

かる。なお、『軍記』にある黒沢,りし兵術肘家光の活:i;:'

は「家伝」からみにて、甚兵衛道家と思われる。又、

年令18～19才とあるが後述するが偲兵術は永禄Ill年（

1567)生まれであるからこの合戦当時（文禄5年)29

ｹとな'）『軍記』は人名および年令に誤まりがある。

以'二の分析から、照沢氏は横手小WI,¥の家臣で和批

への押えとしてIll内蝶沢城を守った武将であることが

わかった。

で､は、この黒沢城とはどんな城で、あったろうか。

『秋田県の中世城館i(県教育委員会料i)に報告され

ている黒沢館関係は図1．2である。また報告文は次

のようで、ある6)。

「黒沢館山内付黒沢字石田

東と西（里ノ沢）から迫上げた通称城ノ平に複郭性平

tiaが5面認められる。中央の主郭は束西40m南北70

m弱。北西に物見台と伝えられる峰があ')黒沢峠方向

が肢もよく見通せる。その真下に拾n"i凸の多い緩斜

ifii(東西約45m南北約50mIと、束の中腹の緩傾斜地（

東西約20m南北約60m)には、腰郭がある。鷲0道の

Il1lH1にあることと水の手（沢）に近接していることに

よる推定である。主郭の東西両辺にIpl.i約3m深さ約1

mの空堀各1条と、これに伴う土塁が兄られる。主郭

の南にも堀切（|陥約5m深さ約3m)があって、さら

に南に続く屋根（邦）との間を切|析・山脚に根小屋．

､¥屋1敗が付随し陶製の食器片が川tしている。元応元

年'1､野牛道宣（信道か）寄進とされる熊Ⅱf山神社が現

存する。『小野《f興廃記』によれば、当時境土を争っ

た和間氏への押え（境'-1城）で天文年|川の築城。黒沢

良PIM,野寺師道の家臣）同甚兵衛（小1f寺義道の代

に砦家遇を勤める）が居城。」

以上からわかることは、①複郭1'|言､Fllffiが5面ある

こと、②腰郭が2ヶ所あること、③空馴''2条と土塁施

i没があること、④根,l､屋、寺屋撤などの家臣家屋のあ

ること、⑤天文年miの築城と推定されること、などで

ある。黒沢城は平鹿II城（『小野寺鴨哀記』よ0の

ひとつであ'）、隣同の和賀郡へのｲfえとして重要な位

樋にあることから、蝋沢長門守は,l､野捗陛下の巾でも

有力な武将のひと’）と考えて良いと思われる。また、

その嗣子甚兵衛もfi”|i八柏大和暗殺にI'll与する（甚兵

図1，ﾘ､{沢館の位澗

11
､

（

卜〆卜〆

形
／
ｖ

ifJifJ

一､-l
U

r〆r〆

劇鷲塑一当
~

汎い一ノご平/＜旨ぃ̂一

図2，ﾘ､(沢館の実測図
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表1塵長6～10年の黒沢甚兵術の動き術27才）など若くして小ﾘf寺義道に重く用いられたよ

うである7)。なお、若家老については『横手郷土史』

第44号の小野寺家臣団書の11-'に

若 年 寄 黒 沢甚兵衛

とある8)のが甚兵衛のこの当時の立場を示す唯一の

資料である。

Ill小野寺改易と新当領主佐竹義宣への出迎え

小野寺義道は慶長6年(1601)所領を没収され、石

見国津和野の坂Ill奇氏に預けられた。小野寺改易により

人々は津和野に同行する一部の人々と大多数の浪人と

に進む方向が分かれた。黒沢氏の場合は「家伝」によ

ると、次のようにある。

「小野寺殿慶長五年石田摘部少輔三成謀叛ニー味ノ由

令露顕同七年春石州へ流罪也横手城ヲハ清水大職大輔

殿請取此時所々ノー門皆々居城ヲ最_上へ渡ス黒沢一門

モ皆々牢人卜成」

また、『秋田人物伝』9)によると、次のようである。

「翌年正月二十一日、所領を没収せられ、石見に鏑

せらる。此時最上源五郎義秋来りて、横手城を収む、

道家城を納れて去る、義秋道家を招ぎ、家臣たらんこ

とを勅む、道家聴ずして日〈、我登他の俸禄を食むも

のならんやと、義秋大に怒')道家を殺さんとす、某臣

練て臼〈、道家は義士な'）、何ぞ之を殺すべけんやと

現在までのところ、横手城請取を最上義光''1身が行

なった事実はないから『秋、人物伝』の記事は事実で

はない。黒沢甚兵術とその一門は「家伝」に見られる

ように「一門皆々牢人」となった。秋田地方に新領主

が入部するのが慶長7年9月であるから、小ﾘf寺改易

から約1年間黒沢氏の行動はどのようであったろうか。

「家譜」、「黒沢氏系図｣'0)、r八木藤兵衛｢ll緒書」

11)、「滝沢三右衛|｣9由緒書｣12）などをaj用して慶長6

年から同10年まで､のそれぞれの人々の動きを示してみ

よう（表1)。

。慶長6年の動き

「系図」（記号A)、「家譜」(B)ともに黒沢甚兵

術の動きを記録していない。ところが「滝沢三右衛門

由緒書」(D)の中に、「一、慶長六年小野寺遠江守

義道石見江御預二被ｲII成候依之甲斐光行孫弥三郎道吉

義道之跡を慕ひ黒沢甚兵衛同道二而石州江罷登義道之
●｡●●●

様子見届甚兵衛同道二Ill]罷下候処･･･…」（文中傍点筆
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者）とある。これによるとり､(沢＃&兵術は捉道に|司行し

た八木藤兵衛・水I｡､与九郎染・蝋抑林ll号三郎道世らと

は時をずらして而兇国津fⅡ野まで行っていると考えら

れる。

。I豊長7年の動き

｝豊辰7年11602)9月新領主佐竹氏か秋|Ⅱに入って

きた。それを迎える秋田武士の心情には、次のような

2つのタイプがあったようである。詑一のタイプは

「･…．．!#頃平鹿、仙北の地侍等思ひけるハ、今度佐竹

殿は将ilf之蒙御勘気流人なとの様二歩ｲj糸足にても龍

下候と存、其最寄々々談合して云く、心も不知佐竹殿

今此[1Jへ移りて我々是まて所務せし紺地なと『{捕らる

るも靴計．､所mnI;典申合､院内峠の絶所に伏兵を居へ

滋、此圃へ不入やうに可致と評錠を版め、我等柵先侍

t所へも以使札内々相談有ける所」[凡i仙北町土川、

小笠原隆和家文書）とあるように、これまで保持して

きた‘淵椛利を侵略されるのではないかとの危慎から佐

竹入部への反対を実力行使で示そうとするグループで

ある。

輔二のタイプは「j嘩噸Hill北1椀の|ﾉ1－ツ旅と云れ

し三浦．′l､原・湊・高階等此雌しを伝聞、火に沙汰の

如んは、佐竹殿の身ノ上危かるべし、frVHl:Ji;-i|il>

セ御1'1途江罷越此旨を御注進IllI三んとﾉAlﾉ1縦、先Ⅲ侍

中所江も以使札札|談にﾉ史ひぬ」(m悩文ルニ）とあるよ

うに、断領主への大なる関心と、この機会をとらえ注

進することによ')佐竹に採用されることを企む人々で

ある。

Iill年、Ti兇に行き再び秋Illに帰って米た後浪人生渦

であった黒沢甚興術は、この時どのような態陛をとっ

たであろうか。[A]および[B]には残念ながらこ

の件の記城はない。しかし、CC-2]にあるように

1階兵術は|境内Ill"'に佐竹を川迎えたのである。「八木喋

兵術Ill緒書」はくわしく、次のように述べている。

「一、慶長七年御国替二付和Ill安房守川II暑↑ﾙ勢守先達

Ill]破離下候由聞え黒沢甚兵術果八木藤兵術迦家州談仕

天英様御入国之節小野寺譜代之者共|商｣道||:於院内ロー

1"H.近江申入御奉公申上度奉噸候処早速噸之辿被仰

付･…･･」（文中傍点引用者）

これによると、1A沢甚兵術と八木藤兵術がIj'心とな

って院内（実際には有屋峠）への出迎の付肋をおこし

たようである。

当然、イ1.屋への出迎えは佐竹家への仕官をねらって

のものであった。さらに、彼ら'1,野寺譜代の人々によ

る有屋川孝への川張りは「小笠原長和家文書」に示され

ている院内口（ｲj･屋峠）での伏兵を計る勢力の行動を

未然に防llこする効果もあったろう。一方、佐竹側にし

ても斬械地の第一歩をどのように地元勢力が迎えるか

は、肢大の関心＃子のひとつであったろう。有屋峠での

反佐竹行動を未然に剛llされた勢力がその持つエネル

ギーを表ffiに現わしたのが慶長8年(1603)10月の六

郷城攻'1供を最大とする(Ill北六郷、金沢、戸蒔mi支N6

者六郷政飛の地域内にすべてあたる）地域における反

乱、蝿励、強訴であった。

さて、イ1尾に州迎え角mnm刑発の許可をと0つけ

た後の行動はい〕・〔B〕・〔C〕・CD]ともに記

,政していないので不IVlである。『秋田人物伝』のみが

次のように語っている。

「……1隻長七年肌H佐竹義商の秋田に移るや道家槻

し〈之を院内に迎へて、土|崎に従行す」。

これによると院|ﾉ̂ JUi･雌)から:ii小野寺制i辿過に際し

して進莱Iﾉ1をし、t崎'5)までm行したことになるが、

この|'|:を実証する黄料はない。

次に〔A〕・〔B〕ともに佐竹入部直後と思われる

動きを年号記職なしで次々と記している。すなわち、

CA-3)、CB－3]にあるように仙北地方の一撲

を未然に仏兵術のイ党で防止したとある。「家伝」に

は次のようにある。「|司年ノ秋御国替トシテ義宣公御

入部ノ処二山北*ノ上雌共不入御手二剰小野寺先方ノ

武士J'ミニー味シテ震彼起一撲候処二黒沢甚兵術以才覚

一投典ヲ州端候也」。また「家譜」には次のようにあ

る。「火災公封ヲ刈州ノ秋Ill二.避シ玉フ此時道家仙北

二居住ス曽テ郷人蜂起シテ公寓望器公二通ル道家聞
之単騎Ⅲu行テ11侭之二渦陥ヲ以テス郷人為之Ili服シテ此

一摂ヲ止ム」。ともに仙北に発生した反佐竹一撲を謡’

略をもって未然に防ll;したようである。なお、この

一撲が未遂とあるから『県史』等よI)推定して金沢で・

の反M騒動か、人Illl戸nでの拡訴（ともに仙北地域）と

なる。Ill']､岬'y-支配地域内で､の入部直後の一投・反対

連動はおきていない。これは、有屋で出迎えた人々が

仕官の条1''書として|||文|叩｡地の論安維持に努めた（また

は確約した）ためではなかろうか。いずれにしても、

明碓な寅料がないため一挨発生の旦隠実と黒沢1仏典術の

－ 5 －
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以上の論証から黒沢甚兵衛の慶長6年から10年まで

の行動を推定すると、およそ次のようになる。

I豊長6年イ,児、に旧小野寺家臣滝沢三右術nと

ともに旧君を訪ねる。その後、秋川に

帰る。

慶長7年9月八木藤兵衛と相談し、有屋峠で小野寺

譜代の者達の代表として出迎え、仕官

をIllし入れる。仙北の一摸を平和的に

Kil-.することに尽力。

慶長8年10｝1渋江内膳政光の許可によ')角間川Illl発

に従事。

慶長9年秋角間川に屋敷を持つまでになったが、

城下久保田に移動を命じられる。

慶長10年知行高200石の家臣となる。

涌跳は証明できない。しかし、後に仏兵術が城下久保

Illへの移動を命ぜられて知行200石の家臣となること

から推定して私は「仙北土民」の一楼とその未然防止

に関与した黒沢甚兵衛の働きを認めたい。

次に、「系図」、「家譜」のCA-4～7]、〔

B－4～6〕の記載は前後関係から、および「八木藤

兵衛由緒書」からみて、事実ではないと考えられる。

すなわち、甚兵衛はCC-2]にあるように慶長7

年9月有屋で佐竹入国を出迎え、似8年10月には八木

藤兵術とともに角間川開発をしている。しかも、その

間に前述した仙北土民の一摸の未然防止という働きを

している。ところが、「系図」は一撲防'この件でA

－4〕……屈服因頒賜知百石而入大群組、とあるよ

うに100石で仕官したが、[A-5，6]……道家問

旧君遠江守之行弼辞禄到石見奉仕既三年而賜暇再三不

得巳帰羽州、とあるように旧君の様子を聞き、禄を辞

して石見に行き3年間奉公したがIll君よ0暇を出され

秋|Ⅱに帰ったとある。[A-6]にある3年間奉公の

半実から甚兵衛は慶長7年秋から慶長10年まで秋Ⅲを

制守にしていたことになる。藩の公文普の!''で黒沢甚
16）

兵衛が顔を出すのが「慶長九、‐|･年知行人扶持入党」

の+に禄高200石として登場するのが敢初であるから、

「系図」の中のCA-4～7]の記救は躯実として

はかなり無理がある。

さらに、「八木藤兵衛由緒書」の'!にあるrc-3.

4〕の記載をどう理解するかである。この資料は八木

氏の由緒を書いたものでかるから角Illl川開発に関して

真実八木氏ひとりの尽力によって成功したのであるな

らば、あえて黒沢甚兵術と協力して行なったと書上げ

る必要はないはずである。八木氏の|||緒書に黒沢氏の

名があることは、まぎれもなく黒沢氏と八木氏を中心

として開発が行なわれたことを意味する。

すなわち、黒沢甚兵衛は慶長8年10月角間川にいた

のである。そして角間illに屋救を柵えるに至ったとこ

ろで甚兵衛は「同九年久保田i'被日依之藤兵衛壱人二

Ill]開発始」（「八木藤兵衛由緒普」）とあるように慶

長9年秋にはじまった新城下久保Ill,1二被設にあわせて

秋Ⅱ|に移動したのである。

結局、「系図」、r家譜」は佐竹家に対する気がね

から石見行きの事実を佐竹入部以後と偽って記戯した

ものと考えられる。

Ⅳ黒沢甚兵衛道家と渋江、梅津両氏との

関 係

1．渋江内膳政光との関係

周知のように渋江|ﾉ1膳政光は梅津志忠・政景兄弟と

ともに秋Ill藩初期の滞政を支えた家老で、秋田藩の検

地制度（いわゆる渋江田法）を確立した人物として名

高い。「家譜」、「家伝」、「系図」ともに渋江Iﾉﾘ膳

政光が黒沢甚兵術を滞主義宣に紹介したことにより仕

官できたとしている。黒沢氏と渋江氏との関係は「八

木藤兵衛由緒書」においても角間川開発の許可を渋江

から受けたとしてお|)、遅くとも慶長8年11603)10

月までの時点で成立している。渋江が何故黒沢氏に注

目したかであるが、およそ次のように与えられる。

「渋江は、I憂腫10年のはじめまでに小野寺氏旧臣無沢

甚兵衛、常陸の検地鍛練の者牛丸兵左術門らを指揮し

て総検地（先竿）を完成し」（『県史』近世編上）と

あるように、黒沢氏が武将として優れているほかに「

地方巧者」であったためでなかろうか。佐竹氏の秋Ill

入部に際して「秋111・仙北兎角検地なく候てはならざ

る事に候間、ふせう之者成共、三戸方可相越候」と指

令していることを塔･えると、在地への深い心くばりが

わかる。，I職ﾉいと兵術は､ド鹿地ﾉill仙北｜鷺浦W>)のｲ1力

AMであるだけではなく、′1,W､¥家｢I'IBlに何んらかの

形で･土地amに関ﾉj・す-る機会があ1}算川や読み沓:きに

優れた能力の人物であったろう。渋K氏は有能な下役

を得たのである。

（
、



小野寺家臣から佐竹家臣へ－黒沢家の場合一

黒沢甚兵衛道家は渋江田法の協力者、伝承者として

「政光遺言黒沢道家覚書」（『新秋田推書』6に収録）

を残していることでも名高い。この覚書成立の事情に

ついては次のようにある。

「（前略）同十五庚戊年より大いに六郡の田地を改め、

三ヶ年にして洲に其功を党へ、然し‘て其貢法を定む°

同十九甲寅年微め大坂の役あらん事を知て、七月十三

日の夜黒沢道家に検地田法の一大事を委託して其書を

伝へ、討死の言葉を遣す。是公に代らんとする故有て

の事也。（以下略）」

『秋田県史』近世緬上に先竿・中竿検地に渋江の補佐

として黒沢甚兵術が活躍したとあるが、どのような補

佐であったのか資料的に実証できない。

なお、甚兵衛道家の孫にあたる道重が延宝2年16

74）から同8年(1680)まで郡奉行をつとめてお'）（

後述）黒沢氏の農政における地位の高さが示されてい

る。渋江内膳政光が慶長19年（1614）の大坂冬の陳で

戦死した後は悔池政景との関係が強くなってくる。

2．梅津政景との関係

梅津政景は兄悲忠とともに渋江内膳政光と同様に秋

田移封後初代藩主義宣に重く用いられた出頭人のひと

りであった。政景との関係は彼の残した日記『怖津政

景日記』（大日本古記録、以下「日記」と略す）の'{'

に慶長17年(1612)12月29日を初見として、雌終記事

元和8年（1622）8月11日の条に「山奉行、黒沢甚兵

衛」とあるまで､のおよそ10年間に42ヶ所にわたり記城

されていることによって見事に示されている。どのよ

うに記載されているか二、三例を示すと次のようにな

る。

元和2年7月21日の条

「一、院内銀山)壁長拾七年、同拾八、｜司拾九、十分一

御米、釘入糊御算用済、仙慶I･セハ上遠野隠lIl炎・小勝

茂兵衛、十八ハ小勝茂兵へ・黒沢健兵衛、拾九ハ黒沢

甚兵衛・青柳掃ア助」

元和7年1月14日の条

「一、院内銀山方黒沢甚兵術・川中豊前飛脚杓.、様子

ハ入役御運上銀Iﾉq十八賞目二京ノ1一左術門、雌上三郎

右衛門せり極候由、半年分ノ銀ハ懸切候由、相渡可申

候やと尋被申候間、即半右衛門二其段為申|州、披蕗致

候ヘハ、御直役二可被仰付申被仰出候」

腿長18年3月4日の条

「三月lノリ日之セツ時総者致候、様子ハ当月二日二横手

方どぢやうを持、当山へ参候辿、十分一にて手二もと

り判をおし、罷通候由、左候ヘハ、今日迄当山二逗留

致罷帰候処二、十分一二ておし候手のはんおち候とて

ぼうはんをいたし、罷通候所を、黒沢甚兵衛下之者糊

出シ候由、甚兵へ被申候て、右之者めしつれ被参候間

則せんさく致候ヘハ、右無相違候間、則篭者致候書物

有、（中略）但同十七日二山中間分口まて、み、、は

なをもき、引せ候て、十分一にてせいはい致候、黒沢

甚兵へ所方状之返事有、」

上記の例を含め慶長17，18，19そして元和6年の院

内銀山諸役の報告の任を果している。そのほか院内銀

山諸役銀納入における請負人の決定、鉱山町の梢安、

鉱Illで仙川する木材の洲企、などに慶長17年から10年

間にわたり政景の（ひいては秋田藩の）院内銀山経営

を強力にfill佐する実務ｲII当者として小野崎吉内、田中

豊前らとともに活動していたことがわかる。

なお、怖津一族とは公的関係を越えて婚姻関係にま

で進む（後述）。

以上、黒沢甚兵衛は緋政初期を支えた渋江内膳政光、

怖津政景の二人の重臣の下役として活躍したことがわ

かる。これは初代滞主佐竹義宣の両新参重臣への政論

的支援と考えてよい。黒沢はその個人的能力と仙北、

平鹿、雄勝地域に'ﾘlるい事をもって秋Ill藩内における

立場を確固たるものとしていったのである。

Ⅳ黒沢一族の人々

1．歴代の事蹟

「家譜」などから初期黒沢一族関係者を示すと次のよ

うになる（系図1）。また、悔津氏一族の略系図も示

してみよう（系図2）。

以下、主な人々の事賊を示すと次のようになる。

ノI,':沢甚兵衛道家

永禄10年11567'出生

天脈9年(1581黒沢長門守の刷子となる(14*)

文献3年（1594）八柏大和の暗殺に関与（27才）

文脈5年（1596）岩崎合戦に参加（29才）

慶長6年il601i小野寺家改易で浪人。滝沢三右衛

門とともに石見Irlに行く（34才）

慶長7年（1602）有屋峠に佐竹を出迎え。仙北一撲

を防iL(35*
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元fI13年(16171併川金子一枚返済(50才）

元ｲ114年(1618)"(51イ・）

元和5年(1619)a戸に出府(52ｲ-

元ｲ'19年（1623）将車上洛供奉として上洛、術菰と

なり越前匹ⅡI郷で病死（57才）

ルL兵術道家こそ現ｲiその黒沢家の堆礎を築いた人物で

ある。

彼の人Iえはまさに波乱に満ちていた。前述したが27

才の時八柏大ｲ11をHm殺、34才の時旧君を尋ねてのｲi兇

行き、35才の時ｲ｣.雌''1fでの出迎えと一投の肋ll.、45イ．

から当時陽のあたるポストである院内銀ll｣で政賊のド

役として時には与えられた任務を全力をあげて遂行し、

また時には''1分IIらの意志で行動し連を作1}あげて来

たのである。彼は、検地関係で渋江内膳政光と、そし

て鉱山関係で怖洲t政蛾と、ともに＃ﾘ立期の杖川諦を歩

んだこの2人の実力者に重用された。彼は忠まれていた。

勿論、それは甚兵術の有能さ故であるが。

そして、彼の人41二における最大のハイライトが人坂

冬のI'llでのii'iWilであった。「家譜」は次のように.is-->

ている。

「･…・・’－11廿六H今禍表ノ接戦二悔沖:態忠衆ニイ|||テ

戦ﾙﾘｽ敵兵八人ト柿ヲ堤'二二合ハス道家馬ヲ雌ラセ刀

ヲ靴ハン疾盤シテ'1過忠汝ヲ救う卜|直二八人之'I'へ肌

リ超へ突職数刻服二祇ヲ受ル事七ヶ所乗ル蝿創三ヶ処

誤テ刀唯ス即ス揃刀ヲ以敵兵ヲ打払うテ退ク」

元fll元年11615)、甚兵衛道家は今禍合戦での功に

i')将蛎秀忠からr御感状並二御'1,袖二重御羽織一ヅ

ヲ賜フ以来伝テ家ノ'kトス」（「家I譜」）とあるよう

に感状と羽織を下賜されたので．ある。その感状の文l/li

は次のようである'7)。

「 今陛於概州大坂今W1表防戦之刻合鑓掲粉'm1>

感,W､食11炎也

l慶長試拾正月｜上日台徳I虎殿

御判形

[ilk内蔵肋とのへ

人塚九郎兵術とのへ

災沢甚兵衛肘とのへ」

判織は残っていない。軍功により知行高は300イiﾉjII

蛸され、500fiの大身家臣となった。寛永4年I1627)

当'1.↑、〃(ill州の知行収')給人888人|1500石以tの荷は

35人で､ある'8'flClll.-h着の武I身で．佐竹家臣に仕'iYした

嵯長8年（16()3） 角間Illに穆勤し、開発に従It

（36才）

久保Ill城下に移動37イ-)

知行高200石となる38才）

院内I-分一番所役人となる45才）

以後、元f8年まで院|ﾉ1銀UJに関

与、後Ill本行となる

渋江内B稗政光よ)検地IⅡ法をきく

大坂冬の|叩で活雌、この時藩主よ

り金r二枚冊用(47*)

将軍秀忠から感状をうける、知行

500S、城本50人隊将となる48

才）

慶長9年

慶長10年

慶長17年

'16041

',1605)

(1612）

I豊長19年'1614)

元fll元年(1615)

黒
沢
長
門
守
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略
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図
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道
重
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、
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非
弥
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の
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側
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行
、
川
本
行
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'1,脚で¥家Ⅱiから佐竹家臣へ－，Ml沢家の場合一

者達の中での川1"頭であった。IB小野寺家Eの仕'0:に

あたっては以後すべてi姓兵術が仲介の労をとったと伝

えられている。j画家の嫡]'道職（角右術l"l、次ﾘ)道

論（味右衛門）ともに重く用いられ、元ｲⅡ9年（1623）

道家か死去するまで父了・3人の柄IA1か見られる。

寛永17年11640)m没（享年52才）

奥戸巻氏之女】9）

三男一女あり。娘は怖津弥生肋の典となる。長子

継三郎については不明。嫡男は道砿（後述）。三男

又興術は佐竹家|H1,ﾉMl又兵衛20)のiii'i"!Pとなる。『日

記』’|'て道I蒜についての記‘|世は初見の慶長19年(1614)

8I]8日の条から岐終記事、寛永10年'1633)2n3

IIの条までのおよそ20年間に24ヶ所ある。この｢|ｺから

彼の仕務の内容を二、三示すと次のようにはる。

〔例1慶長19年81112日の条

「一、入口御番所網l被巾候様二と、古谷蹄ア右術門、

尚松久左衛門へ申漉。今日5為蜘申候、枕是二、留り

物之札、黒沢角右術i"lﾉﾌ゙ か、せ、立111!碇、一ツー打か
●●●●●●■●●

ね、ニヅ釘、三ツー米、四二大むき、(l.ヅ大豆、六ツ

ーひへ、セツあハ、此七ケ条flｲｶよ'I入候1v法度之Ill、

14二苫付申候」（文I'1傍点引用者）

〔|'12〕元fn7年11114Hの条

黒沢角右術|肌l道席

天正17年（1589）仙北で出&'ﾐ。母は黒沢長n守の娘

元和6年（1620）京都に歳幕の服購入のため上洛

ﾉm9年'1623)父道家のあとを継ぐ。知行500fi

旗隊将となる

寛永3年（1626）将恥家h洛供本で上洛。二騎仕立

寛永6年（1629）江戸下屋蝋悉として出府

寛永8年'1631)江戸神mmm負御用

寛ﾉklO年11633)故佐竹義ii.の'Ⅲ洲瓦をIL戸に迎える

寛永13年1636i配下足擁への監督怠・陸をもって改

易となる

寛永16年1639赦免され、先職に復す
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半田和彦

「一元和六年歳暮御服之為御用、京都へ被罷上候、黒

沢角右衛門・磯ア治兵衛算用仕候」（文中傍点引用者）

〔例3〕寛永5年4月15日の条

「一天徳寺二而昨日風呂5火出来はっし候由、雑意有

之二付、御訪前者火之用心申付候様二与半右衛門申候

而、御足軽頭弐人つつ指南之者召連、御番被致候へ与

申渡候、黒沢角右衛門指南召連れ、民右衛門我等天徳
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・・・（味）

寺へ参候」

家督を受け継ぐ（元和9年）以前は〔例1，2〕に

見られるように父道家が担当していた院内銀山の運営

の補佐を中心として財政方面に従事していた。道家の

死後、父がその任としていた足軽隊50人の将としての

任務を受け継いでからは〔例3〕にみられるように配

下足軽の動員を中心としての記載が多くなる。このこ

とから、任務が財政方面から軍事方而にかわったこと

がわかる。角右衛門への軍役割0あては、知行500石

であったため寛永3年（1626）将J|iI乞洛供奉の際には

二騎仕立てあった21)

黒沢味右衛門道治

道家の三男である。後分家となる。「黒沢味右術i川l

家系図」（県立図書館蔵）があるが、その記事は詳糸Ill

ではない。『日記』によると元和4年(1618)6月28

日の条の初見から堆終記事寛永9年（1632）4月12}］

までの15年間に22ヶ所で味右衛門が顔を出している。

その中から二・三例をあげると次のようになる。

〔1〕元和5年11月19日の条

r一、舟越御算用極、但ねき')、あか')た、だいきとて、

跡々払衆私曲之儀御座候をかくし候処二、此度長崎彦

右衛門あ')のま、二言出し、帳而一紙二見せ申llだ、此

糊人鵜沼三郎右術l"l、神沢作介、黒沢味右衛門、古芥

長七、山崎源職」

〔例2〕元和5年11月21日の条

「一、元和五年藤琴二て、釘、石かね買候安藤弥作、丹

仁右衛門衛算用有、此絢人三郎右衛|肌l、作介、正吉、

味右衛門」

〔例3〕寛永8年31119日の条

「一、八森銀山拾,どノ外、小伊良川作ﾊiV役御運上銀せら

せ候へと源左術I"]殿承候間、せらせ峡、林斉与宮野儀

右衛門せ')合、銀弐撒六百拾目二俵ｲf術門持、帳共二

黒沢味右衛門二渡、越申候叫

『日記』よI)味右衛門の年次ごとの任務などを示す

と次のようになる。

元和4年阿1:金山の登為米の算用に関係

比内川役の算用

元和5年阿仁金山両替の御人

大津米払金の両替の細入

阿仁金山打銀の算川

能城御算用の綱人

舟越材木の算用の細人

藤琴鉛山鉛石銀買の蜘人

元和6年能城蔵米大豆の算用の蜘人

元*114年～6年までの馬櫛の算用の細入

元和5年阿仁金山連止金の算用の綱1人

元和7年男鹿御蔵米の阿仁金|｣｣への廻米の算用の細

入

寛 永 8 年 八 森 銀 山 に 関 係

近江多賀神社初尾料の件に関係

寛永9年江戸へ登る。帰、する。

これらから味右衛門の任務は主に佐竹領北部にある

諾鉱山の算用調査であることがわかる。この任務は兄

道度が父甚兵衛の死後、以前従事していた鉱Ill関係か

ら軍事関係に変化したのとはｷ||速し、父の死後もり|続

きかわることはなかったようで､ある。

当初の祉高について記録はない。しかし「黒沢味ｲT

術門系図」によると五代道国助十郎の時11.1知90石を

賜うとあることから推定して、寛永4年時の「拠沢惣

助、百石」にあたると考えられ、味右衛I"l(惣助)は分

家後100打の知行高であったと号えられる。また､味右

術門の役職として町奉行の時期があったようである。

すなわち「……又道桁の通称は黒沢味右衛門とムて、
み

町奉行勤めたる人也けt)。予亦川奉行にて、計らずし

も此人の写し適せる物を斯しも札し得、然して是をfIll
の二

遺訂正する半と成たる。（以下Bft)J22>と弘化4年

(1847)新mil道茂か語っているからである。

以上、甚兵衛道家とその子道騰、遊抗の事肢につい

てみてきた。これらの人々が築きあげた黒沢一族の嫡

流家は以後滞政期をどのように送ったであろうか。

「家譜」と「沼旧家文書」23）を中心として道騰以

後を歴代ごとに示してみよう。

初代挫兵術遊家（前述）

二代甚兵術道隣(mm)
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,j､野寺家Eから佐竹家臣へ一肌沢家の場合一

三代払兵衛道亜

元和8年（1622）州生

寛永19年(16421旗隊之将

寛文3年（1663）以降典r-i|役をかねる

延頒2年(1674)4H25日伽奉行となる

術と之席をMりう

延宝6年(1678I隣領欠a'i鋤氏との境争いに関

与

延宝7年（1679）8月15Bfill北峯吉川の搬入をつ

れii;戸へ川訴のため出

府

延宝8年(1680)1月14日え'二戸よ0の帰雁lの途中

横手で発病

3月1811病気によ1)郁牟ｲ縦11免

天和元年（1681）病没iv.年60*)

共椛準興左術I"l忠雄長女

四代角右衛門道朗

寛永19年（1642）出生

承応3年（1654）12才で鑑llfl公（二代義降）に奉

仕

延宝元年（1673）父とともに術との11にﾉIllえられ

る

延宝7年（1679）病没（享年38才）

妻怖 沌五郎右術門忠貞女

五代〃}兵術道富

四代道朗の子であるが三代道亜の刷子となる

寛文10年(1670)川生

天和元年11681)12才で遊爪の家督をつぐ

元械4年'1691)大小姓ﾘ、

元禄7年（1694）右筆支I肥

元徐14年1701)'J､野寺逆ii:守の一r'H,W'､f六郎

左衛門を新川20石でB抱えるこ

とを叩萌し、許可される

元文2年（1737）病没（享年68イ．）

座イ！;太'1､右術n定之女Ci訓杵9年時、520(1)

後災悔津I喋太敬忠女

娘小野崎古内の愛

娘平沢j世人の愛

娘一族黒沢肋|一郎iim近の典

六代十イimn道Ik

元祉2年1689I出生

元禄15年(1702)水仕

享保3年(1719)家仔をつぐ

享保5年(1721)土川窺之使として川府

v-保14年(1730)*窺として出府

延享4年（1747）12月三悉大小姓番頭

寛延2年'1749)*誰支配兼帯、一年江戸詰

′i州ﾐ3年（1753）捕没（享年65才）

妻根本正右衛門ill)猫女（宝暦9年429石、物頭）

後妻'｣､場勘ヶ由虚員女阿久里（大館西家のこと）

後典茂木'内内のｳill

七代ijf兵術道安

j|-f:S4年'1714)出生（五代道富の鋪八男）

ノ芭文元年'1736)兄mi>の嗣子となる

元文2年(1737)24ｲ･で奉仕

kiffs年(17531家粁をつぐ

雅桝7年(1757)6月大小姓番頭、[ill]右筆支配兼帯

lﾘl和4年i1767)一年i[戸詰

安永6年（1777）捕没（享年66才．）

狸小野岡市太夫義光女（宝暦9年1500ｲ『家老）

後産茂木左太術n知志の養女

娘細II富伝右術門光'fillの妾

八代十ｲr衛門道好

うじ文2年（1737）出生（六代道矩の男）

笈1冊3年（1753）為イ･となる

kiife年(1756)20才で奉仕

安永7年（1778）9月大悉頚加勢を命じられる

安永9年（1780）8月大小姓番頭、両右筆支配兼帯

覚政9年（1797）致('言

文化10年（1813）病没（享年77才）

妾松野茂右術門綱武之女（宝暦9年1500石、家巻）

娘小野､f椎之助辿孝の饗

娘二葉勘左術門の妾

ﾉL代1-右術門道富

l1If1l2年(1765)tti4

安永8年(1779)12H15才で奉仕

寛政9年（1797）父の致仕によ<)家仔をつぐ

寛政12年1800i二瀞大群頭

文政4年I1821)病没（享年58*)

鹿細井低ｲ,･術門光久之女

後挺怖汁t半Il郎忠寄女

弟道ﾉ1.主馬を21石で分知、文政7年11824)分

－11－



半IllID彦

知認められる

娘石塚主殿の妻

娘松野弥｜郎綱知の菱

|･代"+兵衛道興

寛政8年（1796）岡本但馬元光之li.男としてillﾉk

文化7年（1810）15才で道常の養rとなる

文政5年（1822年）家督をつぐ

文政12年'1829)9月ﾉL番大滑りI!となる

天保6年（1835）桁勤につき1Jｲ紋の時服を賜う

弘化3年(1846)3月一番大瀞蝋となる

5月寺社奉行となる

安政4年(1857)5月寺社奉行御免

ノj延元年(1860)病没（享年66*

妻黒沢道揃の娘

|一代字一郎道正

文化II年(1814)出生

文政12年(1829)61116才で準(I:

安政6年(18591家督をつぐ

万延元年(1860)12月八番御番頭となる

慶応2年（1866）病気のため役||御免

miif;2年il869)御判紙返上

典小野､↑便太夫道済之女

3.のようになる。寛永4年（1627）に500ｲ｢と琳川Iし

ているが、これは前述したように大坂冬の|叩での戦"J

による恩歯の結果であった。以後、多少知行i内jに変化

はあるが400ｲi～500ｲTの知行商で推移している。

さて、知行尚の内容であるが炎3を通してIvlらかな

ことは次の2点で‘ある。

①知行iWiのほとんどすべて（ﾉ亡祉、享保期96%、尺

保期98％）が本Ⅱlであること。

②涛政1りl全般を辿してfill北lilldli屋村（寛政6年時、

村当高993E余）と怖村（同年村当高384石余）が知

行高のほとんどをt'iめていたことがわかる。

特にIlll雌村に知行地が集illしている（元祉、;些保!U｜

に知行間の86％余|）を所持している）。一方、村1か

ら見ると付J"l高の45%余りがmm氏の知行所であった。

このことから村においても、また蝶沢氏にとっても

5
，メ．

↑&
斗一

j
令
，二、

！一弓’

＝〃

胸黄

婁萎
貴耕
緋鼠

篭
f*J^

l同

雛嘉芥伶
Iちj向霧

側
二
釧
叶
方
針
’ ；
縦ｨ蟻

に

門誉零
初代道家と二代道騎、三代道顛そして十代道興の時

に特に器の要職についていることかわかる。その他は

歴代、大'1､姓番頭と右筆支配か主な征務であった。

歴代の妻のl'1'l身は前述した梅ik一族をはじめ、佐竹

一門大館西家の小場氏やそのほか小ﾘfl.1氏、此木氏、

松野氏、信太氏、根本氏など稚内の大身家臣ばかI)で

あった。また、無沢氏の娘の嫁ぎ先も'j､野崎氏、平沢

氏、ボIl1井氏、松ln氏、石城氏と同様大身の家々ばかI

で､あった。

以上のことからj”(一族は藩政川ﾉj代催兵衛道家の

橘雌を土台として知行500石の高禄家Ikとな')、歴代

その格にふさわしい任務と婚姻を砿ね、家の存続を計

ったことがわかる。

2．知行高について

現在、黒沢信夫氏宅には元禄15年（1702）、享保7

年（1722）、天保9年（1838）と三通の知行目録（御

判紙）が残っている（写真2）。この三通を堆本とし

て藩政期における‘ﾘﾑ沢氏の知行高の変哩を示すと表2

写真2黒沢氏iily紙

表2‘ﾘ丹沢氏知ｲ〃Jjの変遷

年号

慶挺10年(16051

寛永4年（1627）

J亡徐15年'1702)

享保7年（1722）

文政4年（1821）

天保9年（1838）

〃延元年（1860）

知行尚 ，'|}典

『鼎史盗料近Ill北」

〃

御1ﾐﾘ紙

〃

守屋文書

御判紙

『沿｣$史大成下巻」

20011

500羽・

521.600

520．996

400．956

395.417

421．991

注）嵯握10年は『県史盗料近世'二』225、寛永4年

は226よ')、文政4年は守殿文誉（「県立博物鯨収

職費料」守屋家資料の3221）の|佐竹次郎家人分|狼|限

より。

－1ワー
｣全



'1､野寺家Ⅱiから佐竹家臣へ－黒沢家の場合一

最も砿要な給人であったし、また知行村であった。

黒沢氏の知行付がいつ頃仙陸村を中心にして構成さ

れたかは現在まで､のところ不'ﾘlで．ある24）。また、黒

沢氏の11仏の中にも(Ill屋村との関係を示す‘|り災はない。

椿村の場合、寛政3年(1791)ll,f大山弥Ii郎の知行

高が104打余存在することから25）この村において蝶

沢氏は岐大の給人でないことがわかる。

さて、天保9年（1838）に極端な知行高の減少と知

行村の増加が見られる。このti-梢を説明しているのが

「新御判紙順浦搾」（黒沢u夫家文書）とI"｣史料中

にある「御朱印写」である。多少長いが、その一部を

示してみようmmの関係上一部数字を算川数γ:とし

た）。

,'fitllf-ﾘ紙写

520．9966ヅ成ノ.”<字一郎

内447.495山乏郡fill谷村之内貼札

（貼|;し部内）

内153.485掴僻2i|i年fll北祁干雌付加平均御

竿被入il'r̂ lllｲ]減高此陛'Jlift

｜ﾉ153．720御削介二11)1御代知(Ill北祁金沢*野

新Ill村二而拾石|↓1祁下深井付二而

弐拾ハイl"山本郡|Ⅱ代村二nil拾八イ『

‐七､1{ﾉg-升被下置候

｜I1199,765御荊介二m御代知高不被下候分

I"l0.813天保こり11年御用地ニキII成御代知高仙

北帥,(;,梨村二ill]被下候分引落

同0052文化二Ⅱ:年御用地相成御代知高平鹿

郡上境村二Ill)被下涜候分り|落

残ifii293.145斬御判紙噸商

（以~ド、I"1形式）

御朱印写

‘覚

一当高拾石御代‘|､1･武ｲ丁論部左術|川1

国見村上り地

-Ml蒜拾ｲ「同小貫杢之肋

荒巻村上り地to札

（貼札部分）

「外二壱斗弐升八合怖村堰通分代知高

表3蝋沢氏の知行村とその当l'ﾉ』

本

{11

新

田

知行村名（寛政6年村当高）’元雑15年時

in北祁仙屋村(993.765'

〃怖村(384.0121

平鹿部上境村（826.466）

〃深間内村（288.658）

(ill北部高梨付'1747.595'

〃国見村（393.588）

〃駒場村I803.6011

川辺祁怖Ill村I576.248)

〃焼を村（224.133）

秋a郡黒川村i394.1851

山本郡田代村（113.053）

〃施村763.025i

(*ffl計

(Ill北祁怖村

〃九升1m村i131.288'

〃間角村

‘ド鹿郡今泉村1385.202

川辺郡噛巻付（224133）

1:1,北郡高製村

kiifin計

（総知行高

447.495

52．082

0．350

0．075

500.002

10.000

7．018

4．580

21．598

521．600

－13－

享保7年時

447.495

52．082

0．350

0．075

500.002

10．000

4.580

6.414

20，994

520．996

天保9年時

293．145

36．518

0．341

0.075

0．813

15．000

5．450

0．642

10．128

1．510

IS．7211

4．916

387.258）

2．950

4．914

0．295

8.159）

395.417
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仙屋村の本知447石余は宝l州2年、153石余の打減

'）となったが、その35％にあたる53石余が金沢中野新

H1村、下深井村、田代村に代知として与えられた。残

I)の99石余|)は不足分となった。宝暦5年、金沢中野

新田村と下深井村に与えられた代知が悪所であったた

め引替代知として国見村、荒巻村、種村に代知が与え

られた。その内、荒巻村は堰道分の代知が加えられ10.

128となった。一方、種村は御用地になった所もあn

その代知として椿川村、荒巻村にその代知が支給され

た。また、4石余は文政9年打直検地で打減')とな0

その内1石余は黒川村に代知が支給された。結局、種

村の分は4石9斗余0となった。さらに仙屋村の中か

ら打減')以外に御川地として'1替えられたところもあ

ったが、その分は高梨村と上境村にその代知が与えら

れた。これらの変動から仙屋村へは293.145の知行高

を願う」。

これらの分析を踏まえ享保7年から天保9年への知

行高の変化をもたらす要因を大別し、その高を合わせ

て示すと次の5点となる（イ．～ホ．）。

イ「平均御竿」（打直検地）による高の減少

112.754

「平均御竿」による減少の部分のみを表にすると次の

ようになる（表4）。表よI)11)1らかなように、打減t)

に対して「御割合」をもって代知が与えられている。

合拾石壱斗弐升八合

一、同高拾石同高 橋 内 蔵 之 丞

種村 貼札

（貼札部分）

「内六斗四升弐合寛政十一末年御用地二相成右

御代知河辺郡怖川村二而被下

稚候

同壱斗弐升八合文化九申年御用知二相成河辺

郡荒巻村二Illl被下簡候

同四石三斗壱升|川合文政九戊年平均御竿打減

一台・
1戸］

内壱石五斗壱升御割合二而御代知秋田郡

黒川村二而被下置候

同弐石八斗四合御割合二Iill御代知不被下

候分

残四石九斗壱升六合新御判紙噸高」

右者去戊秋調金沢中野新Ⅱ]村下深井村知行之内悪所

引替代知国見村荒巻村柿村上')地二Ill]当亥年占相渡

申候以上

宝暦五年亥七月i十二日御金蔵

黒沢伊兵衛殿

（文*mmi用者）

史料が複雑なので仙屋村を例として土地の動きを示

す~と次のようになる。

表4打減nとその代知について

－14－

村名

仙屋村

椿村

上境村

種村

＋
Ｉ

●
三
口

」ム
ロ

打直検地で"打減り当高｜代知恵
宝暦3153.485

打減率3 4％ ’
53．720

代知率35％

寛政315．571

打減率30'k.

寛延40.085

打減率24％

文二政9 4 ． 3 1 4

打減率439わ

173．455

5．450

代知率35％

0.021

代知率25％

1.510

代知率35％

60.701

代知付とその内訳

金沢中ﾘi新川村10.000

下深井村25.000

山本郡Ill代村18.720

illl北祁駒場村

不Iﾘ1

黒川村

代知なしの分

99．765

10．121

0.064

2．804

112．754



'1,野寺家臣から佐竹家臣へ－黒沢家の場合一

その割合は、仙屋村、椿村、極村で代知率は35％で

ある26）。逆に言えば、代知不足分は65％である。給

人にとって実に大きな損失であった。代知村の決定は

藩の「御金蔵」所であった。代知村の高は「上りは地

之内二而｣とあるから蔵分からの支給であったことがわか

る。なお、この代知分は年限をつけたmiｷ的措髄では

なく、天保9年の新御判紙において国見村15石、荒巻

村10.128,種村4.916、田代村18.720として確認され

ている。

以上のことから、打直検地による減少分の内35％の

割合で支給された代知分についても給人は本知分と同

様に強い知行権を保持していたことがわかる。滞財政

について論ずることは本稿の目的ではないが、これら

の代知政策は「御割合」をもって支給するとしても蔵

分の減少につながり藩財政を圧迫する要世|のひとつと

なったとも考えられる。結局黒沢氏は打減りによって

減少した高173.455のうち代知が支給された分60.701

を除<112.754を新御判紙で減少させたことになる。

ロ、荒地及び打減0による高の減少11.154

今泉村の場合、知行高4.580すべてを「宝歴11巳年

無残荒地二朴l成此度引落」としている。蝋巻村2.446

も宝雁13年と明和6年の荒地によってウ|落している。

この時期の当主10代遊興は知行高の中で明らかに年

貢納入の可能性がないと見なされる知行高を放棄する

態度を示している。このような態度は、すでに半田市

太郎氏が横手給人吉沢氏の場合において論じているが

当時の分限奉公とのからみで考える必要があろう:”
椿村の新田分4.128が寛政3年の打Ill検地の結果、打

減'）となったが、これについては代知が支給されてい

ないので、さきのイ．とは多少異なるのでここで扱った。

ハ.他給人に渡したための高の減少0.445

資料的制約から具体的にはわからないが、文化4年

根岸靭負へ渡している。

二.一族黒沢主馬への分知による減少3.043

九代道富の弟適評主賜に文化4年、分知した高であ

る。なお、主馬への分知高は最終的には「家譜」によ

ると21石余である。その分知高の大部分は天保6年ま

でに上境村で行なった新聞による辛労免等による28石

余の中から行なわれている。

ホ.新開によるI'.'.'i結びと起返りによるJV)ﾉIll1.817

緋村での高結び0.609と豊巻村で､の起返り分1.208

とによるもので．前記イ．～二.に比較すると徴々たる

もので、ある。

以上、イ．～二．まて．の要因による減少で以前より127

396を減少させ、ホ．によ01.817を増加させ、結局黒沢

氏は享保期に比較して125.579を減少させたのである。

これまでの知行についての考察から黒沢氏は知行の

ほとんど（95％）を本田分としていること。仙屋村と

怖村が知行高のほとんどであること。天保御判紙にお

ける知行高の減少と知行村の増加は打直検地による打

減りと代知策によるものであることなどがわかった。

また、打減りに対しての代知率が黒沢氏の場合35％

であったこと、上境村で指紙開を行なったことなどが

Iﾘlらかとなった。

Ⅳ黒沢家屋とその家財

1．所在地の変遷

現在黒沢信夫氏が住んでいる家屋は多少の手直し部

分があるにしても長屋門、母屋、土蔵、米蔵、小屋、

屋撒神（氏神）と当時の武士住宅の椛造物がセットと

なって残っている○本藩の城下ⅢIであった秋1m市にお

いてこれほど典型的な形で残っている武家住宅は他に

はない。

ところで、現在の場所一秋}Ⅱ市中通三丁目一に

いつ頃住んがのか、そして現在の家屋がいつ頃建造さ

れたものなのかについて「家詔」は何も語っていない。

以下、この.','/,について「久保田城下絵図」二点を

利川して追求してみよう･絵図は次のとおりである。

絵図A、御城下古絵図29）

裏書「年号不詳と有之候得共段々吟味致候処寛文

年'I'二御仕城二柑成候事羽陰支略二Illl見解有

干'1，f天保六年二月」

絵図B城下絵図29）
宝暦十三年

これまでのところ我々は、絵図Aすなわち寛文期（

1661～72より,'lいものを確認していない。ゆえに、

j”(家の所在地の変遷を追求する黄料は絵図A→絵図

B→現在の順となる。「八木藤兵衛由緒書」によると

黒沢甚兵衛道家が久保田城下に移り住んだのは慶長9年

秋の頃である。勿論、所ｲf地は不I,ﾉ,である。黒沢氏

の岐初の所Yr地は絵maによると次のとお0て、ある（

写真③）。いわゆる三ノ廓に（図3城下略図参照）内

-15-
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'1､野寺家Ikから佐竹家臣へ一黙沢家の場合一

黒沢1ノト兵衛(七代伊兵衛道安)は三ノ廓内ではあるが、

元、大山勘兵衛の屋敬地に移動していることがわかる。

100年冊jにおける移動はひとり服沢氏だけではない。

絵HAの,'k沢屋倣付近および人Ill勘兵術屋椴付近の一

廓をC'i:として100年間における変化を見ると次のよう

になる（表6）。明らかに移動が認められるものが26

it*14*で、かな0移動の激しいことがわかる。当時

の屋蚊の移動に関する記事は、次のようである。

11ﾉlｷⅡ2年6月4日の条

一､kmiii､枕之肋殿屋倣狭候付、隣家吉成膿摘右術|肌l

殿雌倣破門上弐〆目藤次ｲrafPiへ被下候、桂之助殿へ
30)．

為家作材木代三〆目被下候、外木羽も被下候」

この例によると明和元年(1764)家老となった'1､野

寺牝之肋は家が狭くなったため、隣')の吉成氏の雌敬

を併合したのである。このBIJから屋敷の移動はすべて

蒲の決定によるものであったこと、および建築川村と

屋根をI,i(水羽か藩よ0支船されたことがわかる。

また、「石井忠連日記」によると屋倣の修種につい

ても,許可制であった（明*112年6月13日の条）。

』”<氏の座倣移lifjjがいつ、どのような理Illで行なわ

れたのか不llljである。新屋蝋は、州1117間、奥行き28

間』|':で484.5坪であった。以前より100坪ほど狭くな

っている。隣りの大山六左術|刑lは知行171石(宝暦9年

時）、′l､路を隔てて|嫌')は後、家老になる小野寺桃之

Kl300ｲ1であった。

呪ｲlfの雛沢氏宅（間口30|i"il、奥行き321111、960坪）

は、この断崖蚊の真向いにある。宝暦13年（1763）当

時の住人は白土彦吉と医師,洲II雲端である。少なくと

も宝I113年から後に現在の場所に移動したことになる。

しかも、Or,11坪と以前に陪する広大な屋搬への移動

である。結局、蝶沢氏は絵図A.とB、､により、少なく

とも三ノI祁内で二度屋敬を移動し、現在の屋蚊は三度

目のもので､あることがわかる。

2．黒沢氏宅の屋敷について

昭ｲ1156年奥時点での黒沢(.『夫氏宅の屋敬概略図3')を

示すと次のようになる（図4）。

以~|､｡、3つの項|｜に分けて臆1敗をみてみよう。

イ．家雌の様子

長膝I"l:いわゆる表門で促雌|肺j形式になっている（

図5）。「外まわI)は板ﾂlきりなどで、門の所はIllll(ff

所付きの雌高のものから、各段級に従って様式に厳し

で、その場所は土塁、水際を隅ててmノI郭に接する場

所である。屋倣の広さは表18間2尺、袋121州半、奥行

き38間で約580坪であった｡表5は黒沢氏と1"!経度の知

ｲ｣滴給人の屋救、職を示しだものであるか、表による

と知行高と所在地及びifii賊には相関性は兄られない。

絵図、Aの約100年後の城下絵図が絵図、B写真1

である。

I

口婁|＃
外t川
町･

へ鼎ﾉl<

pim
人

町
一〆

|ﾉ､’

mr

へ

政
|言

I'lf
一一

図3城下略図

①～③は拠沢家の牒倣の変遷を示す

①は写真3，”は写真4を参11(｛

表512級'家Ikの峠蜘、賊

地
丸
丸
廓
九
祁

征
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ

ー
肋
三
三
三
三
三

数
㈹
師
訓
的
帥

坪
５
０
１
６
５

１
１

給人

岡半左衛門

'｣､Ill野形部

佐喋猟右術:":

I!;人内職助

蝋沢〃}兵衛

名

400石）

500滴）

500石）

5,(ii)f,

500矛,~）

Illl11×奥行

:;.),"'×ism

26．5×41

42×27

2 1 × 2 9

Ｉ
Ｉ
く

54(）

I()86

1134

6()9

58(）I
寛文以前の城下絵図による

表11'の（）は寛水4年当時の知行高である

－17－



半田和彦

制限があった」（『日本歴史大辞典』）とあるように

それぞれの家の格によって様式に差がある訳けである

が、秋田藩の場合武士住宅の研究が遅れているため、

黒沢氏宅と比較検討できる材料が今の所ない。仙台藩

の上級家臣片倉氏（1万8千石）仙台屋敷、盛岡藩家

臣中野筑後屋敷（3千石）など他藩の武士住宅の中で

長屋門を見ると32次のようになる。
片倉氏長屋門（母屋に向って）

右側～御門番、御門番、御物見下問、御物見

左側～侍番所（2間4寸×4間）

中野筑後屋敷長屋門（母屋に向って）

右側～番人所、土蔵、

左側～長屋、長屋、馬屋

黒沢氏宅の場合は片倉、中野と異な0500石である

ため、右側が長屋、左側が馬屋となっている。右側の

長屋には、口伝によると足軽が住み武器を保管してい

たとの事である。左側の馬屋には、最低でも2頭の馬

がいたものと推定される（寛永3年上洛に際して2，騎

仕立てであった）。現在、ともに住家となっている。

門は観音開きの板戸で、その門の左右の柱には、武

運長久の折祷札（写真5）がそれぞれ15枚ほど打ちつ

けられている。風化が激しく年号等を読みとることは

できない。

母屋：一部改築されてはいるが、全体として古い家

の形を残している（図6参照）。12畳、8畳、8畳、

7.5畳、4畳の6部屋と取次の3畳、それに板じきの台

表6屋救の移動（三ノ廓内）

宝暦13年城~ﾄｰ絵図給人名 備考寛文城下絵図給人名

阿久津弥右衛門、石井舎人、野間左右術門

渡部伝左衛門

山方茂左衛門

清水治左衛門

太田弥右衛門

石井甚之肋

根岸 善 太

平塚宗助

大山 伊 織

駒木根小十郎

黒沢｜床右術n

黒沢伊兵衛

吉 場 孫 八

山方源八

清水八左衛門

吉 田 清 兵 衛

石井市之丞

岡勘右衛門

山 方 半 之 丞

宇垣 典 膳

駒木根数馬

黒 沢味右衛門

×
×
△
△
×
△
×
×
×
△
○
｜
×
○
×
×
○
△
×
○
×
×

黒
沢
伊
兵
衛
屋
敷
付
近

大山勘兵衛

大山六左衛門

沼井四郎兵衛

川井七左衛門

川1藤主鈴

菅谷甚五左衛門

田代三喜

高久彦右衛門

荒」|｜弟刀

北村彦兵衛

生田目正助

堀尾嘉右衛門

益戸主典

小山i喜左衛門

中根九左衛門

黒沢伊兵術

大山六左術|川1

真崎清八郎

中田彦太夫

嘉藤主鈴

菅谷小隼人

佐藤九左術I"l、小貰嘉術|抑l

高久彦右術I"l

梅沢元lllfj

益戸助四郎

生田目嘉内

益 戸助術n

生沢椛左術I"l

浅原惣術門

大
山
勘
兵
衛
屋
敷
付
近

△

△
×
×

備考の×印は移動していることを示す。△印は、同一家と推定されることを示す。

○印は、同一家であることを示す。集計すると×印14，○印4△印7

－18－



'1,野寺家臣から佐竹家臣へ一黒沢家の場合一
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小別｡､『家臣から佐竹家臣へ－黒沢家の場合一

所、表玄関、内玄関などがある。台所は小米別棟であ

ったようである。炎玄関は土間と式台3段からなり、

北側の上部に"ll0窓がある。収次との仕切0は杉材の

4枚板戸（写真6）である。飾りはほとんどなく質素

な感がある。12の部屋が座倣である。ここの床の間

には後述するが、秋Ill仙i人の絵が掛けられている。

その右手におくざ（又はおこざ）とIifんでいる奥座

敷がある。ここには刀ダンスかある。家人の生活の中

心は7.5畳の部屋である。この部屋の天j|皇は'Jlき戸形

式になってお')、はしごを使用して物ll'i.として利用で

きる。台所については屋根の併糸Mから推定して「本来

は別棟としていたらしい」（関西大学敬授、永井規男

氏報告）。板縁の外がわには丸竹をわたしたと思われ

る穴が柱に残っている（赤子の滞下防止のためか）。

この母屋は原形として、北を除く三方が板緑とI'll戸

をiiして外に接している。これは防衛hからのI'll-腹と

思われる。屋根は、前掲盗料（「石井忠逆日記」）に

あるように当時一般的であった水羽鎌である。

土蔵：2間×2．5Illl5坪

板緑の台所に接している。内部は1階と2階からな

る。1階には漆器徹、陶磁器蛾、金属器蹴などが保管

されている。2階は南kﾘに11)1とりの窓があI)、主に書

籍噸がある。全体に1前みが激しく一部さやにして補修

している。屋根は本来は木羽蘇。

米蔵： 2間×3間6坪（写真7）

地J-.750111に床而がありkk気対策が施されている。板

蔵で内部も板徽である。入口の雛は堅I.'.1で現在も通用

している。知行所からの年貢米を保管した所とされて
32）

いる。屋根は木羽鎌。

′l､屋：3間×2間6坪

薪炭用。全体として痛みが激しい。屋根は木羽葺。

屋倣神（氏神）：5尺5寸×7尺約1坪

入口は南に位置している。向って右が大社、左が稲
33)．

荷である。この建物で注目されるものに11枚の屋敬

神棟札である（写真8）。

年代別にすると、寛文11年（1671）1枚、元禄17年

'1704、享保20年(1735)、宝暦7年(17571、

安永9年(1780)、粥永2年(1849)#2枚である。

これらは挫物を直すたびに作ったためであろう。享

保20年の棟札の文Iiiは次のとおor-ある。

（表） ‘ 撹 保 二 ｜歳

表7黒沢家屋敷内の樹木について

溌号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2(）

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

樹種｜胸間周囲cm備考

キ
バ
キ
キ
メ
ギ
和
メ
キ
メ
ジ
キ
キ
ワ
メ
モ
ズ
ｊ
ズ
キ
キ
リ
キ

札

サ
の
Ｉ

ヤ
〃
〃
〃
〃
″
ヤ
（
″
ヤ
ミ
ヤ
カ
″
〃
モ
ン
〃
〃
〃
〆
ン
ヤ
ヤ
〃
〃
〃
〃
〃

サ
〆
ヤ

ヶ
ヒ
ケ
ヅ
ウ
キ
Ⅱ
ウ
ケ
ウ
モ
ケ
サ
ク
ウ
ス
ア
ウ
ア
ケ
ケ
ク
ケ

ヒ
ヒ

妾
Ｈ

刈
羽
吃
方
不
仙
副
哩
“
閃
“
測
一
皿
仰
劉
Ｆ
帥
師
粥
加
卯
的
妬
蛇
妬
喝
朋
叫
測
一
艶
郡
蹄
蛇
釧
伽
剖
記

１
１
１

坐
疋
１
１
１
‐
１
１
１
上
１
１
１
１
１
１
‐
１
１
八
１
１
１
１
１
１
‐
上
ｌ

測 隣家との境界線上

惟除けとのこと

伐採する。

伐採する

klikのうち、10本のケヤキが秋川市の保存肘（昭Ⅱ49年）
として指定されている。
表の瀞号は、図4の中の樹木の番号にあたる
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噸主黒沢宇市良

素蓋鴫尊奉造立常社一宇噸主武運長久虚

タI】十一月廿九日神主鈴木遠江l隣lj(繋正

（製）

八鏡夜及守利日及謹に守利幸倍賜布

大工斉喋垂三郎

（上10cm下8.5cm長さ44""

（表）

亨保二一|･波黒沢宇一良

蒼稲魂命奉造立営社一宇噸主武運展久祈目処

（製｝剛十-fl廿九日神主鈴木通江噌繋正
八鏡夜及守利日及継仁守ﾘ幸比賜布

大工斎藤重三郎

（上12cm下llcm長さ55cm杉質）

以上、長屋門、l1屋、土蔵、米蔵、′1,雌、屋蝋神、

そして後述するが井戸などこの当時の武'二住宅が完全

な形で今も残っておl)、実にu重な家である。昭和5:",

年当家を調査した永井規男|塊l西大学教授（雄築学）は

「柵辿手法も古様で18C後半を下らないB寺期と考えて

良い」としている。

ロ、屋倣内の樹木について

蝶沢家には現椛屋倣内に図4にもあるように推定樹

令180年の茶畑(Ilfll49年市の保存樹に指定)-133

株-50坪ある。茶をのぞき、屋蝋|ﾉ1にある樹木の中か

ら入木35)を選び樹fiと胸高周囲を示すと次のようにな
る（表7）。ケヤキ16本（最大のものの周囲186cm

直従60cm一）、アンズ5本(Ik]129cm-直任41cm-)

怖5本（同、169cm-直径54"n-）、クワ2本（同､120

ill|U.径38(･m－）などである。秋Ⅲ県湯沢市や角館町

の武家屋倣内の樹木がモミの水ijl心であるのに対して

当家では防火に優れるケヤキを隣家との境界線に束西

方faにほぼ直線的に柚えている。

また、実のなる水（アンズ、スモモ、ウメ、クリ）

やクワの木、そして茶川などは、、'1家の唯ilWの11;で食

川として、また錐盗川",家には糸*、イザリ識があ

る）としてｲI川されていたことがわかる。後述するが

）

I （

I
I

画
■夕』1

や

少
塗
沖
艇
垂
と
牛

▼
十
一
《
月
月
ふ
ぐ
』

獄
銀
将
鰹
瑚

Ｉ

‘

h父

馴
Ｊ
■
Ｊ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
４
‐
ｌ
イ
‐
Ⅶ

、

’
|： x沙鉢繍.'cI ’

一

写真9沙鉢、鏡、御盆
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'1､K'寺家IEから佐竹家Illへ一・ﾘﾑ沢家の場合一

J"■■
潅さ蕊露ﾎ

曙勺・・L1調

ル

写真10キ･ゾチ

豆の殻割りに他川するキヅチや投網を作るたダ)の網針

桁（輔書天保2年）のｲf在は、水稀久保Ill、20ﾉﾉ-fiの

城|､~川に居li畠する有力家Ikの弛禍がかな0質紫である

ことを物語るものとして征|｜される。

ハ、順’について

深さ4inと4.5iiiの2つの井戸がある。信夫氏の話

しによると、この井戸には青''1い色をしたlOciiiliij後の

細lをい魚が催んでいたとのこと。戦＃1]まで井ノ'In!除の

際には、まずこのft､を柚に秘してから水を捨ていた。

fl端及び楼つくようになった理由などは不Iﾘlである。

秋川ﾘ｢(南秋川mの八郎潟周辺の農家のIfには井戸の中

表8黙沢家所蔵神I川知・刀剣噸調

渦
l】

I】【I

竹ⅨI

ぶどうの図

'慨かIll観青伽』ks;

冬の常l身（和Mりくl'|儲）

山水図

盤紫図

エビス、大照I質l

布袋

以慨図

,'f汎宇一行)叔帆

岩にii);

ｲL雀図

群娘図

DP質lML格｜作汁

紙本

紙本暴

紺本木版

紙本

紺本淡彩

紙小器

紙 本

紙水鶏

ill本淡彩

紙水

紺本、着色

紺本、着色

紙 本

91．8×27

24．8×30．5

30．2×21

104．2×45.5

54．4×86

63×33．3

79×27．2

102．3×56．5

128．5×41

123．2×29．5

30．5×78．5

128×50．5

151×74．5

佐竹義格

佐竹義fⅡ

仏竹義fII

雌 竹 義 和

ﾘ栂nmm

'|､顎悟々 肘

iki艦兇Ill

狩B惟信

渡辺洞n

依竹義ﾉI・

佐竹義敦

長Ill孔寅

狩野守'五1

Ik

藩,散の、､雅絡､、は朱,'である

然縦は、､繋描折頭（花ffl)、、とあり

淵‘散は‘､11新奇筆､、とあ'）

淵,汝はﾞ美偏繁､、とあり

レー

勺

滞炊は

然,散は

滞紘は

.'ﾉ.illl初ｲド塊Ill〃とあり

"錐川法服､、とあり

､‘行年七十六ukMI¥愛価筆、とあ'）

熔欽は、､if:11｣画､、

'1|]章は＄狩11i守国､、

純別
‐ ；‐§-1－
，1ほぜ 銘文 怖必

太刀

太〃

刀

〃

〃

脇折

〃

〃

〃

〃

〃

〃

短 刀

火蝿銃

長さ74．0×1/03.Sen

70．3×2，4

67．7×1．8

63．6×0．9

70．6×2.1

40.6×0.8

54．8×1．8

52．1×1,2

51.5×1．2

32．7×0．6

47．5×1.2

5 4．8×1．8

23．9×0

銃身li116.5mⅡ、口径1.3《、

,'fﾉﾙ

ｲⅡ椎|K|(i;¥!'i末地武二年二mi

無 銘

〃

『I

大利大橡藤原正111

蛎銘

〃

〃

m宗

丹波守吉道

無銘

無銘

Ik友流速Ill信価
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に発生する有害なプランクトンを食べてもらうため、

意図的に魚を放すことがあるとのこと（県立男鹿水族

館からの助言)。

3．生活用具について

什器類を含め500石格にふさわしいものが多数ある

（写真9）。これらの質の高いもの以外に注目すべき

ものとして、キヅチ（写真10'二Ikl，石臼、糸車、イ

ザリ織、網針箱（箱裏書、天保二年）、ヤス(優さ450

em)などがある。これらから屋敷畑で豆が植えられて

いたこと、クワの木の存在とあわせて養蚕と識が行な

われていた可能性のあること、そして市内を流れる旭

川の上流化別まで出かけての投網やサケのヤスつきな

どが想像される。魚の方は多少趣味的要素もあるが、

これまで純消Vi者側と見なされがちで.ある城下武士の

生活の'I'に、多少であろうとも土地と離れず生産する

心のあったことがわかる。この傾向が黙沢家に|股られ

表9黒沢家文書（日記類）
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番号

１
２
３
４
５
６
７
８
９
叩
皿
胆
咽
叫
脂
肥
Ⅳ
肥
岨
加
創
蛇
泌
別
妬
妬
”
湖
調
釦

年号

天保10年

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

Ⅱ
哩
喝
Ｍ
元
２
３
４
元
２
３
４
５
６
元
２
３
４
５
６
元
元

ｊ
ｊ
１
ｊ
化
ｊ
ｊ
Ｉ
永
Ｊ
１
Ｉ
Ｊ
Ｉ
政
‐
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
延
久

ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
弘
Ｉ
Ｉ
Ｉ
幕
‐
Ｉ
‐
‐
‐
安
‐
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｉ
万
文

〃2年

〃3年

元治元年

慶応元年

〃2年

〃3年

明治2年

表 題

大御番頭勤中日記己亥正月より至12月道興

〃庚子正月より至12月〃

〃 辛 丑 正 IIより至12月〃

〃 壬 寅 正 〃よ､り至12月〃

"美卯正月よ')至12月"

II記'1'辰正月より至12月〃

〃乙巳正月より至12月〃

大御番頭寺社奉行勤中日記丙午正月ヨリ至12月〃

寺社奉行勤*日記丁未正ﾉ1ヨリ至12月〃

寺 社 奉 行 勤 日 記 戊 Ill正月ヨリ至12月黒沢伊兵術

寺社奉行勤+日記附御目付衆御下向取纏己酉正)こ'ヨリ至12月〃

寺社奉行勤中日記 庚戊正月ヨリ至12月〃

日記辛亥正月ヨリ至12月

〃r子正月ヨリ至12月

〃美丑正Hヨリ至12月黒沢伊兵術

〃 甲寅正月ヨリ至12月〃

〃 乙ﾀ'1正j1ヨリ至1211ll

〃 内辰正Hヨリ至12)1"

〃丁巳正fiヨリ至1211道

〃戊午正月至1211n

〃 ｜司七Ill年li.月迄〃

大御番頭日記庚Ill正月道正

大御番頭私用日記正月ヨリ12月迄〃

〃正ﾉ1方〃

〃正H〃

大御番並私用日記正nk12月迄〃

大御番頭私〃旧記正fl与里1211迄〃

〃正II典里12N迄〃

II 記 f i正H12)1迄〃

〃己巳年121正月至12)1道玄



'1､ﾘf-t家|;iから佐竹家臣へ－黒沢家の場合一

るものなのか、否かについては今後の多数の蛎例報告

を待ちたい。

4．刀剣、美術品類について

蝶沢宅には、その伝統を災普するかのように多数の

刀剣や美術品噸が残されている。これらのものを調盗

した結果が次の表8である。くわしいことは今後の美

術専門家の研究に待ちたい。

5．文書類

幕末期、寺社奉行を勤めた10代道興が記鍬した御用

日記をij'-L,として30点企')の日記がある。これを表に

すると次のようになる。（表9）。

その他、御判紙餓、家譜、家伝については本報青の

'1'ですでに細介してきた。今後、｜城に残されている

古沓類の目録化をいそぎたい。

Ⅶまとめ

本稿により次の2i,(がIﾘlらかとなった。鋪1点は秋

Ill土蒲の武士たちの関ヶ原以後の上就についてである。

第2,I.!.(は本滞久保Illlllf城下におけるk.級武士の武士

住宅および、その生柵についてである。

鋪1の点については川羽状Ill地ﾉJの場合、秋ⅡI氏、

戸沢氏、六郷氏、本堂氏、仁(I保氏、内越氏は常陸へ

!極封した。滝沢、岩屋Ill,]氏は山形岐上氏の家臣となっ

た(-;1:1118年､肢.tl¥と改易とともにIlll]氏は牢人となる)。

結局、1602年から1622年にかけて出羽杖Ill地方には

戦国以来の在地性を持つ武将はIll利の滝沢、岩屋lilii氏

のみであった。極端に言えば、1602年を期して川羽秋

田から戦、以来の人私が一斉に移肋したと言って良い。

問題なのは、この移動にあたって各大名家の家臣達

の去就である。本撒告を通してⅡl小野寺家亜臣黙沢甚

兵術道家や八木藤兵衛らの人々のIll君への奉公の深さ

そして新領主佐竹氏への仕官、採川する佐竹氏側の意

図などが解明された。

また、これらの分析を地して戦Irl大橘小ﾘf寺家腿の

中にEi3利12噸の分流と思われる人々（沌沢三右-術門一

元滝沢城主、鮎川久米職一元鮎川城主）や六郷牌左衛

門、I勝江清七らの戦fll人名六郷氏の分流と思われる人

々の存ｲ1することも確認され、戦|玉l大名の抱える家臣

団がかなり腹稚で､あることを知った。

今後、佐竹氏をはじめ他大満に採用された秋Ⅱ{土蒲

の武士の系譜をより－If.)11)1らかにするとともに帰股し

た人々が農村社会においていかなる役割を果たしたの

か、および藩はこれらの人々をいかに見なしていたのか

の解Iﾘlをいそぎたい。

第2の点については、秋Illの場合、武士住宅の保存

がほとんど見られず典型的武士住宅として現在我々が

確認できる唯一の家が黒沢氏宅である。家屋配世図や

Ill]取りの作成を通していくらか黒沢家への研究がスタ

ートしたといえる。今後、建築学の専門家による本

格的調査を期待したい。

おわ')に、黒沢信夫氏に対しては2年間にわたる調

介を許可していただき誠に感謝いたします。

また、家屋調盃については関西大学永井規男氏、美

術調査については本館職員皆川忠彦氏、太田和夫氏、

写真搬影については同'嶋田忠一氏のご協力を得た。こ

こに厚く感謝するしだいて．ある。

注11．半川市太郎氏「秋田藩における給人知行所の

系譜」（「秋田地方史の研究』収録）

2．高橋秀夫氏「近世中期一藩士の家計考」（『

出羽路」第8号

3．「秋田県史」近世下第一節の五、武上の生油

4．文禄4年の記事としているが『県史』からみて

文禄3年のことと思われる。

5．岩崎合戦の翌年のこととしているので文禄4年

のこととなる。

6．黒沢館の所7li地は、秋田県平鹿郡山内村で．あ

る。また、調盃者は佐々木周一郎氏である。

7．『秋田人名大!昨典」の黒沢道家の項によると、

「景道偏諒を与え道家と称す」とある。この記

事の出典は明らかでない。

8．石川大蔵氏所蔵r石川教定文書」

9．「秋ill県立図書館資料A288.2.222

1 1 . " A 2 8 8 . 2 . 5 4 0

12．〃A288.2.335

13．現在の秋田県雄勝祁雄勝町院内と山形ﾘ14雌上

郡真宝Ⅱ|町をむすぶ雄勝峠ではない。慶長8年以

降雄勝峠を主に利用することになったため、院内

口としたものと思われる。この時期に彼らが出迎

えたのは有屋峠である。現祢の雄勝町枇州111井地

内と山形県簸上郡金山町有屋地内をむすぶ。

佐竹入部以後すたれたが人々の往来は近代まで
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続く。

14.所在地、秋田県大Illl市角川l川。柵政則は平鹿

伽に属す。

15.所在地､秋田県秋田市土崎｡以前の領主秋川氏

の城下町。佐竹氏の入部当初の城下町。慶長9

年新城下久保田の建設後港町として発展。

16．「「県史」資料編近世上225.

17.「県史』資料糊近世J-.206.

18．「県史」近世と、弟39表寛永4年の家臣分限

調。

19.戦国期仙北大曲地方の武将であった戸蒔氏の

一族ではないかと考えられる。

20.赤石又兵衛の知行高は寛永4年時、40石。文

化2年時、85石余であった。

21.「県史」資料編近世上222.「御上洛二付

御供衆之覚」より

22.『新秋田叢書』（6）．無沢1階兵術覚沓の序、

弘化4年、新川目道茂杵より

23.「県史」資料編近世194「先御代々御

財用向御指操次第覚」よ')

24.千畑村公民館長後松州造氏の協力をえて調企

したが資料的不足から、Ⅱ1千屋村と黙沢氏の|奥I

係をさぐることはできなかった。

25.椿村の「郷仲諸書物一切写」（県立博物館収

蔵資料、鈴木ミサオ家文苫より）

26．これまでの研究によると(ill北伽)Lillll北川のIll今

泉付の場合）、打直しの結果}1減')高か,'11ると

次のようにな手順で代知が行なわれていた。

①村高に対する打減率を算,11

②その村の給人が持つ給地から打減率分を一

律にカットする。

③カットされた高に対して一定のl!1合で代知

を支給する。

④代知率は各給人の本知尚の大小によって異

なる。

⑤原Mﾘ的には、高禄の者ほど代知率は低くな

るとされている。しかし、研究例が少なく、

いまだIﾘ1碓な法Illl性をつかみえないのが現状で、

ある。

吉沢氏の場合、末期養子による家の存続であ

ったための減石と考えられているが、黒沢氏の

場合当主道興も養子である。道富47才（それか

ら11年後の文政4年道富死去）のときの文化7

年、遊興(15*)が婿養子として黒沢家に入っ

ている。

この無実からすれば、黒沢家の場合は末期養

子とは考．えがたい。ゆえに、天保9年の減ｲ｢は

吉沢氏の場合とは性格の異なるものと考えられ

る。

県立|'#物館収)厳資料357守屋家資料6006

〃 6007

「ｲi井忠逆日記」巻八（「新秋田叢書』（血）

なお、椛之肋とは'1，野寺椛之肋のことで、1ﾘl

Vii元年家遇となる。

イ｢手隆屋がら角地までの部分と池永小路に[Ill

した部分は現ｲ'諜沢氏の暁地である。口伝によ

ると滞政期よ'}貸家がならんでいたとのこと。

これらIV家の製手にあるケヤキ群が古いもので

あることから、信過性がある。

『近世武|性宅」（佐藤巧著）より

3斗入米俵は、たて60cm，横40cm，高さ35cm

余りである。この米蔵の室内の高さは270cm余'I

であるから、碓定俵数はたて、横9俵づつの1

VII81俵となり、高さ7段として合計560俵余り

が入ることになる。

武士の|｢;仰についての研究が不足しているた

めこの2社への偏仰が当時の武士で一般的なも

のか、それとも例外的なものかについては判断、

がつかない。

黙沢氏がこの屋倣に入って来る以前の樹木か

それとも以後のものなのかについての年輪洲介

は生長錐で判定可能で．あるが樹木保,護の立場か

ら実施していない。

27『
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33．

34.

35.
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